
（適時開示に係る社内体制の概略図） 

 

 各室・部   子会社  

      

    （報告・連絡） 

 

（報告・連絡） 

  

 子会社の統括部門  

      

    （報告・連絡） 

      

 情報取扱責任者 

・ 

グループ管理室総務部 

 

      

    （開示時期および方法について協議） 

      

※経営会議・役員ミーテ

ィングを経由しない

場合あり 

  経営企画室経営戦略担当・グループ管理室経理部 

     

  経営会議・役員ミーティング（審議・報告） 

※発生事実の場合、開示後になる場合あり 

 

      

      

 取締役会（決議・報告） 

※発生事実の場合、開示後になる場合あり 

 

      

 グループ管理室総務部より 経営企画室経営戦略担当より 

      

   証券取引所への通知 報道機関への公表 

   

ホームページへの掲載 

 


